
◇　入退院支援加算２（Ａ２４６）

（１）当該保険医療機関内に入退院支援部門（◆）が設置されている。　 （ ）

（◆）入退院支援及び地域連携業務を担う部門

（２）当該入退院支援部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師 ・入退院支援部門に配置している看護師及び社会福祉士の出勤簿

　　又は専従の社会福祉士が１名以上配置されている。 （ ）

専従の看護師が配置されている場合は、入退院支援及び地域連携業務に関する経験を

有する専任の社会福祉士が配置されている。

専従の社会福祉士が配置されている場合は、入退院支援及び地域連携業務に関する

経験を有する専任の看護師が配置されている。

※　小児入院医療管理料（精神病棟に限る。）又は特殊疾患病棟入院料（精神病棟に限る）を

　算定する病棟の患者に対して当該加算を算定する入退院支援を行う場合には、社会福祉士

　に代えて精神保健福祉士の配置で差し支えない。

※　有床診療所の場合は、当該入退院支援部門に、入退院支援に関する経験を有する専任の

　看護師、准看護師又は社会福祉士が１名以上配置されている。

※　なお、当該専従の看護師又は社会福祉士については、週３日以上常態として勤務しており、

　かつ、所定労働時間が22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤の看護師又は社会福

　祉士（入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する看護師又は社会福祉士

　に限る。）を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師等と同じ時間帯にこれらの非常勤

　看護師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。

【地域連携診療計画加算】

（１）あらかじめ疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携機関（◆）と ・地域連携診療計画書

共有されている。 （ ）

（◆）連携機関・・・連携する保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型

　　 サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法 医療機関コード

に基づく指定障害児相談支援事業者等 保険医療機関名
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（２）連携機関の職員と当該保険医療機関の職員が、地域連携診療計画書に係る情報交換のために、 ・連携機関と面会し、情報の共有、地域連携診療計画の評価と見直しを行ったことが

　年３回以上の頻度で面会し、情報の共有、地域連携診療計画の評価と見直しが適切に行われている。 確認できる書類

（ ）

（３）入退院支援加算に係る施設基準の届け出を行っている。 （ ）

【入退院支援加算の「注５」】　（特定地域の取扱い）

(１) １の(１)の施設基準（◆）を満たしている。 （ ）

（◆）当該保険医療機関内に入退院支援部門が設置されている。

(２) 当該入退院支援部門に、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の

社会福祉士が配置されている。 （ ）

【入院時支援加算】

(１) 入退院支援加算の施設基準で求める人員に加え、入院前支援を行う者として、当該入退院支援

部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師が１名以上又は

入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の社会福祉士が

それぞれ１名以上配置されている。

（ ）

※　なお、当該入院前支援を行う専従の看護師については、週３日以上常態として勤務しており、かつ、

所定労働時間が22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤看護師（入退院支援及び地域連携

業務に関する十分な経験を有する看護師に限る。）を２名以上組み合わせることにより、常勤看護師と

同じ時間帯にこれらの非常勤看護師が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなす

ことができる。

※　ただし、許可病床数が200床未満の保険医療機関にあっては、入退院支援に関する十分な経験を

有する専任の看護師が１名以上配置されている。

※　当該専任の看護師が、入退院支援加算３の施設基準で求める専任の看護師を兼ねることは差し 医療機関コード

支えない。 保険医療機関名
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(２) 転院又は退院体制等について、連携機関とあらかじめ協議し、地域連携に係る十分な体制が

整備されている。 （ ）

【総合機能評価加算】

（１）当該保険医療機関内に総合的な機能評価に係る適切な研修を修了した常勤の医師若しくは歯科 ・当該届出に係る常勤医師（歯科医師）の出勤簿

医師又は総合的な機能評価の経験を１年以上有する常勤の医師若しくは歯科医師が１名以上いる。 ・当該届出に係る常勤医師（歯科医師）の研修修了証又は総合的な機能評価の経験が分かる

（ ） もの

 総合的な機能評価に係る適切な研修とは、次のものをいう。

ア　医療関係団体等が実施するものである。

イ　研修内容に高齢者に対する基本的な診察方法、高齢者の病態の一般的な特徴、薬物療法、終末期

医療等の内容が含まれているものである。

ウ　研修内容に総合的な機能評価、薬物療法等のワークショップが含まれたものである。

エ　研修期間は通算して16時間程度のものであること。


（２）当該保険医療機関内で高齢者の総合的な機能評価のための職員研修を計画的に実施すること

が望ましい。 （ ）

医療機関コード
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